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開    会 

 

○笹瀬会長 皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いいたします。 

 それでは、ただいまから電波監理審議会を開会いたします。本日の１月期会

議につきましては、委員全員のスケジュールの状況を踏まえまして、電波監理

審議会決定第６号第５項のただし書に基づきまして、委員全員がウェブによる

参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり、議決事項１件、諮問事項１件、審議

事項１件となっております。 

 

議決事項 

 

会長代理の選任 

 

○笹瀬会長 それでは、まず議事を開始いたします。 

 最初に、議決事項といたしまして、会長代理の選任を行いたいと思います。

会長代理につきましては、電波法第９９条の２の２第４項におきまして、あら

かじめ委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定

めて置かなければならないと規定されております。大久保委員は、昨年１２月

２４日付で任期満了となりましたが、１２月２５日付で委員に再任されました。

そこで、引き続き会長代理を大久保委員にお願いできればと思いますが、皆様

いかがでしょうか。 

○長田委員 賛成します。 
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○西村委員 異議ございません。 

○矢嶋委員 同じく賛成いたします。異議ございません。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。大久保委員、お引き受けいただけますで

しょうか。 

○大久保委員 ありがとうございます。引き受けさせていただきます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。それでは、会長代理は大久保委員

にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 大久保代理、一言御挨拶をよろしくお願いします。 

○大久保代理 微力ではございますけれども、笹瀬会長の代理として引き続き

務めさせていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、諮問事項に進めますので、総合通信基盤局の職員の方に入室する

よう、御連絡をよろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

周波数割当計画の一部を変更する告示案（自動運転の実現に向けた５.９ＧＨ

ｚ帯の周波数変更に係る制度整備）（諮問第１号） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。 

 諮問第１号「周波数割当計画の一部を変更する告示案（自動運転の実現に向

けた５.９ＧＨｚ帯の周波数変更に係る制度整備）」につきまして、小川電波政

策課長から御説明をどうぞよろしくお願いいたします。 
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○小川電波政策課長 おはようございます。電波政策課長の小川でございます。

それでは、諮問第１号説明資料に基づきまして、周波数割当計画の一部を変更

する告示案（自動運転の実現に向けた５.９ＧＨｚ帯の周波数変更に係る制度

整備）について御説明申し上げます。 

 資料１ページ、１番の諮問の概要を御覧ください。人口減少や少子高齢化等

を背景といたしまして、地域の公共交通や物流の安定的・効率的な提供が課題

となっている中、我が国では、自動運転の実現に向けた取組を政府全体で推進

しております。これを支える通信環境の確保やインフラ整備への対応が急務と

なってございます。 

 このため５.９ＧＨｚ帯において自動運転支援のためのＶ２Ｘ通信システム

――Ｖ２ＸはＶｅｈｉｃｌｅ－ｔｏ－Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇの略でございまし

て、下の米印にありますように、車とインフラ、車と車など、車と様々なもの

の通信の総称を指しておりますけれども、このＶ２Ｘ通信システムを導入する

ため、放送事業用固定業務の無線局の周波数変更を進めているところでござい

ます。 

 総務省では今後、５.９ＧＨｚ帯の全国的な周波数変更を電波法及び放送法

の一部を改正する法律による改正後の電波法の規定に基づきまして、特定周波

数変更対策業務により実施することとしております。当該業務により周波数変

更を実施するためには、電波法の規定に基づきまして既存無線局、この場合は

放送事業用固定業務の無線局でございますが、この周波数の使用期限を定める

こと、それから新たに導入する第一号新規開設局、この場合はＶ２Ｘ通信シス

テムの無線局でございますが、これを定めることが必要となっております。本

件諮問につきましては、この制度整備のうち、周波数割当計画の変更を行うも

のでございます。 

 ２番の変更概要を御覧いただければと思います。２点ございまして、１点目、



-4- 

Ｖ２Ｘ通信システム導入のため、周波数割当計画の中の周波数の使用条件を変

更すること、あわせて、放送事業用の固定業務の周波数の使用期限を令和１３

年３月３１日までと規定すること。これが１点目でございまして、こちらにつ

いては、電波監理審議会への必要的諮問事項となってございます。 

 そのほか、特定周波数変更対策業務により導入いたします第一号新規開設局

として５８９５～５９２５ＭＨｚの周波数を使用する無線局を定める告示を制

定するものでございます。 

 ２ページ目を御覧ください。３番の施行期日でございますが、答申をいただ

いた場合は、速やかに施行予定としておりまして、公布日の施行を予定してい

るものでございます。 

 ４番の意見募集の結果でございますが、昨年１１月１５日から１２月１５日

までの間に実施をいたしまして、意見の提出が１４件あったということでござ

います。 

 資料３ページを御覧いただければと思います。Ｖ２Ｘ通信システムのイメー

ジについてお示ししております。中央の図の左側、Ｖ２Ｉ（路車間通信）と書

いてありますけれども、Ｖｅｈｉｃｌｅ－ｔｏ－Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒ

ｅ、車とインフラ、それからその右側でございますが、Ｖ２Ｖ（車車間通信）、

Ｖｅｈｉｃｌｅ－ｔｏ－Ｖｅｈｉｃｌｅということで車と車の通信。こういっ

た車と様々なものの通信を指しております。このＶ２Ｘ通信システムによりま

して、インフラから車の情報提供等によりまして、高度な運転支援・自動運転

の実現が期待されているものでございます。 

 ４ページを御覧ください。このＶ２Ｘ通信に関しましては、欧州、米国をは

じめ、世界的に５.９ＧＨｚ帯の周波数での導入が本格化している現状でござ

います。こうした現状を踏まえまして、我が国においても５.９ＧＨｚ帯のうち、

最大３０ＭＨｚ幅をＶ２Ｘ通信向けに割り当てる方向で各種の取組を進めてい



-5- 

るところでございます。 

 周波数の帯のところ、右側の５.９ＧＨｚ帯について、一番上の「現状」は放

送事業用ということで灰色の帯が書かれていると思います。その１段下の「方

向性」のところでございますが、最大３０ＭＨｚ幅をＶ２Ｘ通信に割り当てる

ということで、この同一の周波数帯を使用する放送事業用の既存無線局の周波

数移行が必要となってくるということでございます。 

 ５ページを御覧ください。本件の制度整備に関する背景、経緯、それから制

度整備の全体像と概要をお示ししておりますけれども、冒頭御説明を申し上げ

たとおりでございます。 

 このうち、背景、経緯の２点目でございますが、総務省では令和５年度補正

予算の「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業」を活用して、

５.９ＧＨｚ帯においてＶ２Ｘ通信システムを導入するための既存無線局の周

波数変更につきまして、先行して実証が進められる東名阪地域を中心として順

次進めているところでございます。本件については、今後の全国的な周波数変

更に当たりまして、冒頭御説明申し上げました特定周波数変更対策業務により

この周波数変更を実施するために制度整備を行うものでございます。 

 ６ページを御覧ください。本件の周波数割当計画の一部変更の概要について

御説明申し上げます。左側が変更前の周波数割当表でございます。これに対し

まして右側、変更後の周波数割当表でございますが、新たに５８８８ＭＨｚ～

５９２５ＭＨｚの周波数の割当表について変更を加えるものでございます。こ

のうち、放送事業用の固定業務につきましては、令和１３年３月３１日までと

周波数の使用に関する条件に周波数の使用期限を定めること、それからＶ２Ｘ

用に周波数の割当てを可能とするために、公共業務用、一般業務用の移動業務

の周波数割当てを追加するというのが変更の内容でございます。 

 ７ページを御覧ください。こうした方向性につきましては、先般、電波監理
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審議会にも御報告をさせていただきました令和７年度版周波数再編アクション

プランにおいても示されているところでございまして、具体的には、このスラ

イドの冒頭、囲みのところの赤字の部分でございますけれども、Ｖ２Ｘ通信向

けの割当てを可能とすること、既存無線局に関する使用の期限を定めるなどの

周波数割当計画の変更を令和７年度中を目途に実施するといった方向が示され

ており、これに基づいて本件諮問をさせていただくものでございます。 

 ８ページを御覧ください。参考といたしまして、特定周波数変更対策業務の

概要について御説明しているものでございます。周波数割当計画等の変更を行

う場合におきまして、無線設備の変更の工事、周波数や空中線電力の変更をす

る場合に、当該工事に要する費用に充てるための給付を行うことができるとい

った業務でございます。これによって、新たな電波利用分野に利用可能な周波

数を確保して周波数の逼迫状況の緩和に資することを目的としている業務でご

ざいます。 

 具体的には、真ん中の図でございますけれども、変更前の赤い斜線でくくっ

てある周波数帯、古い無線システムと書いてある、いわゆる既存の無線システ

ムが使われている周波数帯につきまして、周波数割当計画の変更により周波数

の使用期限を設定するということでございます。これに伴いまして、この既存

の無線システムが周波数の変更等を行う場合に、給付金の支給を行って周波数

を変更していただき、変更後のピンク色の周波数の区分につきましては、新規

開設局、新しい無線システムをここに導入していくといったような仕組みでご

ざいます。 

 なお、この給付金の支給を行う場合につきましては、指定周波数変更対策機

関という機関を指定いたしまして、この給付金の支給等の業務を行わせること

ということが規定されてございます。今般の周波数割当計画の変更について答

申をいただいた場合は、今後速やかにこの指定周波数変更対策機関の公募を行
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った上で、その指定に当たっては改めて電波監理審議会に諮問をさせていただ

く予定としてございます。 

 ９ページ以降、意見募集におきまして提出された意見、それから、それに対

する総務省の考え方を示しております。意見の提出件数は１４件でございまし

て、法人等から９件、個人から５件の意見の提出がございました。 

 まず、１０ページから１５ページにかけまして、法人等からの意見の提出で

ございますけれども、基本的に移行の対象となる放送事業者からは、周波数割

当計画の方向性に対する反対意見というものはございませんでした。 

 他方、周波数の使用期限を令和１２年度末と規定することはやむを得ないと

いう一方で、災害等におきまして周波数の移行整備がスケジュールどおりに進

まない可能性もあることから、そういった場合には柔軟な対応を求めたいとい

ったような意見の提出がございました。これに対しましては、これまでの周波

数移行の実施状況も踏まえて、一定程度余裕を持ったスケジュールで周波数の

使用期限というものを定めているということでございますが、予見が困難な事

由により周波数移行に支障が生じる場合には、必要に応じてさらなる対応を行

うこともあり得るということとしてございます。 

 その他の事業者の意見といたしましては、通信機器メーカーや通信事業者、

業界団体から賛同の意見をいただいているところでございます。 

 続きまして、１６ページからは、個人の意見の提出ということで整理してご

ざいますけれども、このうち４件につきましては、基本的に賛成の御意見とい

うことで承ってございます。うち１件につきましては、今後の制度運用に関し

ての御要望がございましたので、参考として承るということとしております。 

 残りの１件につきましては、７００ＭＨｚ帯ＩＴＳに対する御意見であるこ

とから、本意見募集の対象外とさせていただいたところでございます。 

 以上が意見募集の結果ということでございます。 



-8- 

 ２１ページ以降、参照条文、それから諮問書、改正案等をおつけしておりま

すけれども、ここでの説明は省略をさせていただきます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御意見、御質問よろしくお願いいたします。順番にお伺いしてい

きます。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。適切な変更だと思いますので、

同意をいたします。 

 また、先ほど御説明ありましたとおり、この期限は、多少余裕を持って５年

後ということになっているわけですが、一方で、自動運転に関しては社会から

の要請というものもかなり強いと考えておりますので、両者でバランスを取り

ながらスムーズな移行をお願いしたいと思います。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、長田委員、よろしくお願いします。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。適切に検討された改正だと思

っておりますので、賛成いたします。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 西村です。適切な告示案というふうに理解をしております。社会、

経済的にも極めて重要な取組であるとともに、設備変更工事、それから給付金

支給を含め、関係事業者、総務省による緊密かつ適切な連携対応を要望いたし

ます。国民にもぜひ分かりやすい説明等も併せて期待されるところだと思いま

すので、御対応いただきますと幸いです。 
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 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も変更に賛成いたします。今後の展開によってはさらに需要が

逼迫する可能性もあるかと思いますので、適切に定めた上で、早め早めに御検

討いただければと思っております。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私も適切な変更だと思います。１点お伺いしたいのは、周波数が３０ＭＨｚ

帯幅くらいあるので、放送事業者にとっては、半分くらいの放送事業用の固定

局を移行しなければいけないということで理解してよろしいでしょうか。 

○小川電波政策課長 笹瀬会長、御質問ありがとうございます。まさに３０Ｍ

Ｈｚ帯幅というまとまった周波数の移行をお願いするということで、今、放送

事業者ともその移行計画について調整を行っているところでございます。移行

先の周波数も用途によって様々でございまして、そういった意味では、単純な

移行ということではなくて、かなり綿密に放送事業者とも調整をさせていただ

いているというのが現状でございます。 

○笹瀬会長 分かりました。どうぞよろしくお願いします。これは、移行も大

変だと思いますので、時間をかけてしっかりよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 ほかに追加の質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第１号は諮問のとおり変更することが適当であるという旨の

答申を行います。どうもありがとうございました。 

○小川電波政策課長 どうもありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、次に有効利用評価部会の審議に入りますので、出席さ
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れない職員の方は退室をよろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員（一部）退室） 

 

審議事項（有効利用評価部会） 

 

令和７年度携帯電話及び全国ＢＷＡ等に係る電波の有効利用の程度の評価結果

案 

 

【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日はこれにて終了いたします。 

 答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛てに御提出

ください。 

 次回の定例会の開催は、令和８年２月３日火曜日の１０時からウェブ開催を

予定しております。 

 それでは、本日の審議会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうご

ざいました。 


